
※報告対象：①（ア）欄に掲げる用途で条件１に掲げる階にあるもの

　　　　　　②（ア）欄に掲げる用途で条件２に掲げる床面積の数値で当該用途に供する部分の床面積の数値を除し、

　　　　　　　　それらの商を加えた数値が1以上のもの

条件１ 条件２

（ア）欄の用途に供する階
（３階以上及び地階の床面積の
合計が100㎡を超えるもの）※
４

（ア）欄の用途に供する部分に
除する床面積の数値

4 劇場、映画館、演芸場 ３階以上 500㎡

5 公会堂、集会場 ３階以上 500㎡

7
病院

※３
、診療所（患者の収容施設が

あるものに限る。）
※３ ３階以上 500㎡

8 旅館、ホテル ３階以上 500㎡

３階以上

地階

３階以上

地階

建築物：平成30年（2018年）
を始期として３年ごと
【参考：令和３,６,９年…】9

建築物：平成29年（2017年）
を始期として３年ごと
【参考：令和５,８,11年…】

用途（ア）

規模等

報告時期
10月1日～12月28日まで

（用途面積が
最大のものの時期）

百貨店、マーケット、物品販売業を
営む店舗

1,500㎡

10
キャバレー、カフェー、ナイトクラ
ブ、バー、ダンスホール、遊技場、
待合、料理店、飲食店

500㎡


